
白石市公告第２９号 

 

 

公募型プロポーザルに関する公告 

 

 

 白石市統合型 GIS 更新事業について、公募型プロポーザルを実施するので、

つぎのとおり公告する。 

 

 

   令和４年７月１３日 

 

 

                    白石市長 山 田 裕 一 

 

 

１．業務名 

  白石市統合型 GIS更新事業 

 

２．業務及びプロポーザルの概要 

  本事業は、現在使用している統合型 GISサーバーの保証期間満了に伴い、  

 システムを更新し、各所属において整備した地図情報及び属性情報等を、全 

 庁的に共有化する仕組みを構築し、業務の効率化を図るものである。 

  ついては、事業実績や経験をもとに、より機能的かつ経済性の高い統合型 

 GISを提案できる事業者を、一定の基準で評価する、公募型プロポーザルを 

 実施する。 

 

３．履行期間 

  契約締結日から令和１０年７月３１日まで。 

 

４．参加資格 

  本業務のプロポーザルに参加できる事業者は、白石市競争入札参加資格者 

 名簿の「物品の販売・製造、役務の提供」に登録されている者であり、次の 

 要件のすべてを満たすこととする。 

  （１） 次の各号のいずれにも該当すること。 

   ア 白石市建設工事等入札参加業者指名停止要領（昭和６１年告示第３ 



    ２号）に基づく指名停止措置を受けていない者。 

   イ 白石市暴力団排除条例（平成２４年条例第２６号）第２条第２号に 

    規定する暴力団又は同条第４号に規定する暴力団員等に該当しない者。 

   ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

    定に該当しない者。 

   エ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申 

    立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による再生手 

    続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定 

    による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生 

    法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再 

    生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた場合は、この限 

    りでない。 

  （２） 平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの間で、本市と 

    同規模の地方自治体（人口１万人以上１０万人未満）において、統合 

    型 GISの運用実績があること。 

  （３） ISO９００１、プライバシーマーク及び ISMSの各認証を取得して 

    いること。 

  （４） 別紙「白石市統合型 GIS更新事業業務要件仕様書」の内容を確実 

    に遂行でき、安定的かつ健全な経営能力を有していること。 

 

５．手続き等 

  （１） 必要書類の配布 

      白石市統合型 GIS更新事業プロポーザル実施要領、業務要件仕様 

     書、提案書作成要領及び各様式等は、白石市ホームページで公表す 

     るので、適宜ダウンロードすること。 

  （２） 必要書類の提出方法 

      参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先等については、実 

     施要領等を参照すること。 

 

６．連絡先 

  白石市総務部デジタル推進課 

  住所：〒９８９－０２９２ 

     白石市大手町１番１号 

  電話：０２２４－２６－８２２８ 

  E-mail：joho@city.shiroishi.miyagi.jp 

 


